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第６節 救急医療体制

１ 現 状
○ 救急医療は「医の原点」といわれており、救急医療資源に限りがある中で、地

域住民の誰もが適切な救急医療を受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、

質の高い効果的な救急医療体制を確保することが重要です。

○ 上川北部圏域においては、上川北部消防事務組合と士別地方消防事務組合の二

つの消防事務組合を中心として、救急搬送体制を担っています。上川北部圏域の

救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送人員を例にとると令和２年の

2,572人から令和５年の3,008人と、この４年間で約17％増加しています。

○ その背景として、高齢化の進行や少子化、核家族化、夫婦共働きなど生活環境

の変化、救急医療や救急車利用に対する地域住民の意識の変化などが挙げられま

す。

○ また、受入施設の関係等から１時間以上の長時間救急搬送人員は、令和２年で

は全体の10.2％に当たる272人でしたが、令和５年では全体の9.6%に当たる289人

となっており、このうち管外は214人となっています。

○ 住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が二次救急医療を担

う病院へ集中し、これに伴い病院勤務医への負担が増大するなどの問題が生じて

います。

【救急搬送人員の推移】 （単位：人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
区 分

うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者
18歳未満 59 23 83 40 88 45 92 42

上川北部
18-64未満 323 147 348 166 427 201 407 197

(名寄･下川･美深
65歳以上 1,003 283 1,118 371 1,112 304 1,217 344

･中川･音威子府)
小計 1,385 453 1,549 577 1,627 550 1,716 583
18歳未満 46 2 42 24 65 40 62 36

士別地方 18-64未満 268 129 272 127 271 142 239 139
65歳以上 873 219 875 264 953 296 991 356
小計 1,187 350 1,189 415 1,289 478 1,292 531

うち 18歳未満 42 0 42 24 58 37 60 34
上川北部圏域 18-64未満 247 119 255 120 253 133 222 131
(士別･和寒･剣淵) 65歳以上 830 210 820 250 893 282 938 338

小計 1,119 329 1,117 394 1,204 452 1,220 503
18歳未満 105 25 125 64 153 85 154 78
18-64未満 591 276 620 293 698 343 646 336

合計
65歳以上 1,876 502 1,993 635 2,065 600 2,208 700
合計 2,572 803 2,738 992 2,916 1,028 3,008 1,114

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）
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【傷病・収容所要時間別搬送状況（令和５年）】 （単位：人）

30分未満 30～60分未満 60分以上
区 分

うち管外 うち管外 うち管外
急病 621 0 486 0 25 3

上川北部 交通事故 16 0 40 0 14 1
(名寄･下川･美深 一般負傷 126 0 100 0 8 0
･中川･音威子府) その他 53 0 128 4 99 75

小計 816 0 754 4 146 79
急病 444 10 266 92 67 63

交通事故 29 0 28 4 8 8
士別地方 一般負傷 86 1 60 16 17 14

その他 23 4 213 204 51 50
小計 582 15 567 316 143 135
急病 438 10 262 90 41 37うち

交通事故 29 0 26 2 7 7上川北部圏域
一般負傷 83 0 59 16 10 7

(士別･和寒･剣淵) その他 23 4 202 194 40 39
小計 573 14 549 302 98 90
急病 1,065 10 752 92 80 66

交通事故 45 0 68 4 22 9
合計 一般負傷 212 1 160 16 25 14

その他 76 4 341 208 150 125
小計 1,398 15 1,321 320 289 214

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

（救急医療提供体制）

○ 上川北部圏域では、上川北部地域救急業務高度化推進協議会を設置し、救急業

務の高度化と救命率の向上を図るため、救急活動の各種事後検証等の症例研究会

と救急隊員研修会を開催しています。

○ 各救急告示医療機関及び消防機関等では、比較的軽度な救急患者に対する初期

救急医療から重症の救急患者に対する二次救急医療、重篤な救急患者の救命医療

を担う三次救急医療までの体系的な医療体制や救急搬送体制を確保しています。

初期救急医療

○ 上川北部圏域において、初期救急医療は、上川北部医師会等の協力によって、

在宅当番医制により体制を確保しており、地域の開業医や市町村等が設置してい

る医療機関が、休日診療を行っています。

○ 令和５年度の参加医療機関数は21施設（７病院、14診療所）で名寄市立総合病

院と士別市立病院を除く受け入れ患者数は299人となっており、令和２年度の160

人より患者数は増加しています。

（令和６年４月１日現在）

一般社団法人上川北部医師会
在 宅 当 番 医 制 の 実 施

21医療機関

※ 上川北部医師会提供データ（令和６年６月）
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二次救急医療

上川北部圏域において、入院治療を要する重症救急患者に対する二次救急医療

は、病院群輪番制参加医療機関を中心とした救急告示医療機関により、24時間365

日体制で医療を提供しています。

なお、心疾患や脳血管疾患等の病状によっては、地元の救急告示医療機関を経

由せずに専門医がいる名寄市立総合病院へ搬送されるため、同病院へ重症救急患

者が集中する傾向があります。

（令和６年４月１日現在）

二次救急医療機関（計） ７施設

救急告示医療機関 ７施設（名寄市立総合病院☆、士別市立病院☆、

町立下川病院、美深厚生病院、

医療法人臨生会吉田病院、中川町立診療所、

音威子府村立診療所）

※ 北海道医療計画第１０章別表１０ ☆病院群輪番制参加医療機関

三次救急医療

○ 心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療

を担う三次救急医療は、全ての第三次医療圏において、24時間365日体制で救命

医療を行う救命救急センターにより体制を確保しています。

○ 上川北部圏域が属する第三次医療圏（道北）では、上川中部圏域において旭川

赤十字病院及び旭川医科大学病院が、上川北部圏域において名寄市立総合病院が、

救命救急センターに指定されています。

○ 名寄市立総合病院では、上川北部圏域にとどまらず、宗谷、留萌、遠紋等の第

二次医療圏の一部からも、広範囲熱傷や超未熟児以外のほぼ全ての救急患者を受

け入れ、三次救急医療機関として機能しています。

○ 第三次医療圏（道北）では、重篤救急患者の救命率の向上などを図るため、医

師、看護師が搭乗して救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、救命治療を

行う道北ドクターヘリを旭川赤十字病院を基地病院として、導入しています。

○ 名寄市立総合病院においては、平成27年10月からドクターカーの運行を開始し、

遠方から患者搬送する救急車にドクターカーの医師が乗り込んで救命治療を行っ

ています。

救急搬送

○ 救急搬送は、救急車のほか、ドクターヘリ、消防防災ヘリコプター等の活用に

より実施しています。

○ 上川北部圏域では、令和６年４月現在11台の救急車を有しており、士別市、

和寒町、剣淵町が士別地方消防事務組合を、名寄市、下川町、美深町、音威子府村、

中川町が上川北部消防事務組合を組織し、この地域における消防・救急搬送の役

割を担っています。

○ また、消防機関と医療機関との連携のもと、救急搬送途上等における救急医療

の質の向上を図るため、特定医療行為に係る研修体制の確保、上川北部救急業務

高度化推進協議会を開催するなど、メディカルコントロールに基づく病院前救護

体制＊の充実を図っています。

＊ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、

救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示または指導・助言等の下に救命救急士等が気管挿管等の医行為を

実施すること。
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【ドクターヘリ出動件数の推移（平成30年度～令和４年度）】 （単位：件）

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

道北（参考） 427 417 289 329 321

上川北部圏域 29 31 24 33 34

＊道北ドクターヘリ運航調整委員会実績報告書

【ドクターカー出動件数の推移（平成30年～令和４年）】（単位：件）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

運行件数 40 23 32 20 12

＊名寄市立総合病院 救急年報

【管内の救急車所有台数及び搬送件数（令和５年）】

救 急 車 台 数消 防 署
※全て高規格救急車

救急搬送人員

（単位：台） （単位：人）

名 寄 ３ 1241

上川北部 下 川 １ 146

美 深 １ 246

音威子府 １ 28

中 川 １ 55

士別地方 士 別 ３ 1057

和 寒 １ 163

剣 淵 ０ 0

幌 加 内 １ 72

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急当番医療機関等を電話やインターネット等で確認できる｢北海道救急医療･

広域災害情報システム＊１」により情報提供しているほか、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）＊２の使用方法を含む救急法等講習会の実施やＡＥＤの設置促進、ポ

スター・リーフレット等の配布等により救急医療機関や救急車の適切な利用に関

する普及啓発を行っています。

○ 病院前救護活動を充実させるため、上川北部圏域内市町村では、ＡＥＤがすべ

ての市町村で設置されており、設置台数は令和６年６月現在で215台＊３となって

います。

＊１ 北海道救急医療･広域災害情報システム：医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをコンピュータネットワークで

結び、休日、夜間の救急医療対応医療機関情報の道民への提供や、消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・

提供等を行うシステムのこと。

＊２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillator の略。心室細動等による心停止者に対し、必要な場合

にのみ心臓に電気ショック（除細動）を実施することができる機器で、平成16年７月から一般市民が使用できるようになった。

＊３ ＡＥＤ台数：一般財団法人日本救急医療財団ホームページ
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２ 課 題
（初期救急医療体制及び二次救急医療体制の充実）

上川北部圏域では、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているとともに、

地域住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が多く、二次救急

病院勤務医の負担が増大している状況です。このため、初期救急医療と二次救急

医療を担う医療機関の役割分担と連携体制の強化が求められています。

（三次救急医療体制の充実）

上川北部圏域では、平成27年８月に名寄市立総合病院が、三次救急を担う救命

救急センターとして指定され、その機能と体制の維持・充実が求められています。

（救急搬送体制の充実）

メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の一層の充実が求められてい

ます。

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く地域住民に提供するために、北海道救急医療・広

域災害情報システムの充実やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を開催する

必要があります。

○ 上川北部圏域では、軽症者や、夜間のコンビニ受診によって救急外来受診者が
多く、そのため医療従事者の負担が増大し、継続的な救急医療提供に支障をきた

しています。

特に医師の厳しい勤務実態について住民の理解を深め、可能な限り通常診療時

間内の受診を求めるなど、なお一層の救急外来の適切な利用の普及啓発に取り組

む必要があります。
○ 上川北部圏域は南北に長大であるため、二次救急医療機関まで救急搬送に要す

る時間は患者の居住地によって異なります。疾患の早期発見、早期治療に努め、

また、治療を継続することで、症状を悪化させないことの重要性を住民に普及

啓発していく必要があります。

○ 高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院、退
院あるいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保険施設などとの連

携強化が必要です。

○ 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受け入れられるよ

うな環境の整備を進めるため、住民や医療従事者向けに人生会議（ＡＣＰ：アド

バンス・ケア・プランニング）に関する研修会を開催するなどの取組が必要です。

３ 必要な医療機能
（初期から三次に至る救急医療体制の充実）

重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期から三次救急医療に至る
体系的な医療提供体制の充実を図るとともに、救急医療機関の負担軽減や病床確

保を図るため、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、かかりつけ医

等の医療機関や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。

また、令和６年４月に施行の医師の時間外・休日労働の上限規制に適切に対応

した医療体制の確保が必要です。

（病院前救護及び救急搬送体制の充実）

ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の地域住民への普及及び本道の広域性を考慮

し、救急車等による陸路搬送のほか、ヘリコプター等による搬送も活用したより

迅速な救急搬送体制の整備を図ることが必要です。
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また、救急患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療

機関への受入が適切に行われるための取組が必要です。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）
新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立で

きるような体制を構築することが必要です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

在宅当番医制等初期救急医療の

確保市町村割合（％）
100 維持

病院群輪番制病院数 ２ 維持
北海道医療計画
第10章別表

救命救急センターの整備数 １ 維持 （Ｒ６.６月現在）

１機体制
ドクターヘリの導入

（道北DH）
維持

救急自動車による搬送時間が 士別地方消防事務組合及び上川

１時間以上の救急患者割合（％） 9.6 維持 北部消防事務組合提供デ－タ

（令和５年実績）

５ 数値目標等を達成するために必要な施策
（初期救急医療体制の充実）

○ 市町村を単位として初期救急医療を維持します。

○ 在宅当番医制の運営については、診療所等の積極的な参加を促進するとともに、

インフルエンザなどの感染症の流行等にも適切に対応できるよう、医師会や保健

所、二次・三次救急医療機関との連携に努めます。

（二次救急医療体制の充実）

○ 原則、第二次医療圏を単位として重症患者の救急医療を24時間365日体制で実

施します。

○ 上川北部圏域においては、休日・夜間の初期救急医療を二次救急医療機関が担

っているなどの状況を踏まえ、初期・二次医療機関の医療機能の明確化と役割分

担の適正化のため、医療機関、消防機関等の関係機関の連携を一層推進します。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフ

ト／シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効

率化を推進します。

（三次救急医療体制の充実）

○ 上川中部圏域の三次救急医療機関と連携し、重篤・重症患者に対する救命医療

を確保し、救命率の向上を図ります。

○ 名寄市立総合病院においては平成27年８月に救命救急センターとして指定を受

けており、機能と体制の維持・充実に努めます。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフ

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進



- 71 -

ト／シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効

率化を推進します。

（救急搬送体制の充実）

○ 名寄市立総合病院のヘリポートを活用した消防防災ヘリ、ドクターヘリによる

患者の受け入れ体制及びドクターカーによる救命治療の充実を図ります。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図るとともに、救急

患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関への受入

が適切に行われるための取組を推進します。

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く住民に提供するために、北海道救急医療・広域災

害情報システムの周知を図るほか、ＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を消

防機関と協力し開催します。

○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する

普及啓発を行います。

○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携

を図ります。

○ 道民や医療従事者向けの研修会を開催するなど人生会議（ＡＣＰ：アドバンス

・ケア・プランニング）に関する普及啓発を行います。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）

○ 新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

６ 医療機関等の具体的な名称

初期・二次救急医療機関
【初期救急医療機関及び二次救急医療機関（上川北部）】 令和６年４月現在

第三次 第二次 初期救急医療機関 二次救急医療機関

医療圏 医療圏 市区町村 在宅当番医制 救告 輪番 診療所 ★救急告示 ●輪番参加 ○診療所

道北 上川 士別市 上川北部医師会 ★ ● 士別市立病院

北部 名寄市 〃 ★ ● 名寄市立総合病院

和寒町 〃 ★ 医療法人臨生会吉田病院
剣淵町 〃 ★ 町立下川病院

下川町 〃 ★ ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院

美深町 〃 ★ ○ 音威子府村立診療所

音威子府村 〃 ★ ○ 中川町立診療所

中川町 〃
施 設 数 ７ ２ ２
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三次救急医療機関

【救命救急センター（道北３施設）】 令和６年４月現在

第三次 第二次
医療圏 医療圏

病 院 名 指 定 年 月 日

（DH）旭川赤十字病院 昭和53年７月10日
道北 上川中部

旭川医科大学病院 平成22年10月１日

上川北部 ● 名寄市立総合病院 平成27年８月１日

●：地域救命救急センター DH:ドクターヘリ基地病院

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割
○ 夜間や休日等に、急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、各郡市歯科医
師会が実施する歯科診療所の輪番制又は歯科保健センターを活用した休日救急歯

科医療体制を支援します。

○ 口腔顎顔面外傷に対する歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との病診

連携や医科歯科連携の充実に努めます。

８ 薬局の役割
休日・夜間の処方せん受入体制については、薬局による輪番制や当番医療機関

の近隣薬局での対応が行われています。今後とも、休日・夜間の診療体制など、
地域の実情に合わせ、薬局が相互に連携し、休日・夜間における調剤応需のほか、

市販薬を含めた医薬品等の供給体制の充実に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割
○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との

連携の下、治療の継続を支援します。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、

本人・家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。
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＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（令和5年4月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 15施設 ]

○在宅当番医制 [ 124市町村

～41郡市医師会：約1,300施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[1３施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制参加医療機関 ［ 137施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 274施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携
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第７節 災害医療体制

１ 現 状

○ 上川北部圏域は、低気圧による集中豪雨等により、過去には大規模な水害が発

生しており、大きな被害を受けています。地震の発生は少ないものの、平成３０

年９月の北海道胆振東部地震においては、震度１～震度４を記録するとともに、

全道規模の停電が発生し、住民の生活に大きな影響がありました。

○ 災害には、自然災害のほかに、テロ、航空機・列車事故といった人為災害に至

るまで様々な種類があり、同じ種類の災害であっても、発生場所、発生時刻や時

期等によって被災・被害の程度は大きく異なります。

○ そのような様々な災害発生に備え、「北海道地域防災計画」の医療救護計画、

「上川総合振興局地域災害対策要綱」及び「上川地域災害医療対策会議設置要領」

により、上川総合振興局管内の災害医療体制が定められており、関係機関の連携

体制及び活動内容について定められています。

○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、平

成８年度以降、災害拠点病院＊１の整備を進めており、上川北部圏域においては、

平成９年12月に名寄市立総合病院が指定を受けています。

○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機動性

を有する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴ＊２の養成を図っており、上川北部

圏域においては、名寄市立総合病院は、平成26年３月にその指定を受け、圏域内

外で災害時における医療活動を行っています。

○ 災害時に医療機関の状況を把握する手段である広域災害・救急医療情報システ

ム（ＥＭＩＳ＊3）について、全ての病院で整備し、これを活用した訓練による迅

速な情報共有意識の醸成に取り組んでいます。

２ 課 題

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に

活用する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体

制を構築しておく必要があります。

○ 特に、冬季に地震や津波が発生した場合、屋外や寒い屋内での避難により低体

温症のリスクが生じる等、積雪寒冷地特有の課題があります。

○ 高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加する

ことが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要とな

ります。

＊１ 災害拠点病院：災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や広域搬送への対応機能や医療救護班

の派遣機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点施設のこと。第二次医療圏ごとに整備される「地域災害拠点

病院」と、さらにそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府

県に１か所）に分けられる。

＊２ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Teamの略、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速に駆けつけ、救急治

療を行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。

＊３ ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information Systemの略
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（災害拠点病院の強化）

災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施

設の耐震化、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ＊３）による情報発信、

食料、飲料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

大規模または広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴが必要となること

から、ＤＭＡＴの養成及び技能の維持等について継続的に取り組む必要があります。

３ 必要な医療機能

災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、

急性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十

字社や医師会（ＪＭＡＴ＊等）などの協力機関との連携を図ることが必要です。

（災害拠点病院の体制確保）

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受入、広域搬送への対応

機能及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの

備えを行っておくことが必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制確保）

ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び

看護師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置等を行うことができる機能が必要

です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

上川北部圏域災害拠点病院数 １ 維持
北海道名寄保健所調べ

上川北部圏域北海道ＤＭＡＴ （令和６年４月現在）

指 定 医 療 機 関 数
１ 維持

災 害 拠 点 病 院 に お け る
100 維持

耐 震 化 整 備 率 （ ％ ）

災 害 拠 点 病 院 に お け る
100 維持

浸 水 等 対 策 率 （ ％ ）

病院における

EMIS操作を含む研修・訓練実施率（％）
71 100

＊ ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Teamの略。主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地

の病院・診療所への支援を行う日本医師会災害医療チーム。

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進



- 76 -

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、

被災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料等

を供給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、

被災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料等

を供給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

○ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は、道の要請に基づきＤＭＡＴを災害急性期にお

いて被災地に派遣し、「患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・処

置」、「被災地内の病院における診療支援」、「被災地内におけるトリアージ＊や救

命処置」等を行います。

○ 道や市町村は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等の

ニーズに的確に対応するため、保健師、管理栄養士等による保健指導及び栄養指

導を実施するとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。

（災害拠点病院の強化）

○ 災害拠点病院の耐震化や浸水等対策の維持に努めます。

○ 災害拠点病院における定期的な訓練や各種研修等の開催案内を行い、受講を促

すことにより、機能の維持と体制の強化に努めます。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

災害時にＤＭＡＴが有効に機能するために、隊員養成研修等参加による人材育

成や、定期的な訓練等を行い、技能の維持、体制の整備に努めます。

（広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備）

病院等は平時からＥＭＩＳに施設情報等必要な情報を入力するとともに、訓練

等を通じて緊急時の入力に関する理解促進に取り組み、災害時には被災情報の発

信に努めます。

道は関係機関・団体と連携して研修会等を開催し、病院等の取組を支援します。

＊ トリアージ：傷病者に対する応急処置や傷病者の状態に応じた治療等の優先度、緊急度の選別。
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６ 医療機関等の具体的な名称

＜地域災害拠点病院＞ 令和５年４月現在

第三次 第二次 医療機関名 災害拠点病院 Ｄ Ｍ Ａ Ｔ

医療圏 医療圏 指定年月日 指定年月日

道 北 上川中部 旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年６月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年９月12日

上川北部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年３月26日

富良野 社会福祉法人北海道

社会事業協会富良野病院
平成９年12月25日 平成26年３月26日

留 萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年３月26日

宗 谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年３月26日

オホーツク 遠 紋 広域紋別病院 平成９月12月25日 平成26年３月26日

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年３月26日

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 災害発生後には、地域の歯科医師会を中心として、病院歯科、歯科衛生士会、

歯科技工士会等が連携し、歯科救護所の開設・運営、並びに避難所や仮設住宅に

おける歯科診療、口腔衛生管理、口腔機能管理等を実施し、義歯紛失などによ

る摂食嚥下障害、咀 嚼 障害を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機
えん げ そ しやく

能の低下による誤嚥性肺炎の予防に努めます。
ご えん

○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認の有力な手掛かりとなるカルテ等診療情

報の提供等の支援に努めます。

８ 薬局の役割

○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療

等を行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、

薬局の薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。

○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料等の需給状況

の把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

○ 訪問看護事業所利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮者が多

いことから、市町村をはじめ関係機関と連携し、各利用者ごとの災害時支援計画

を作成するとともに、関係機関との役割分担を決めるなど平時からの対策を進め

ます。

○ 災害時における訪問看護事業所間の支援体制のネットワーク化を図り、災害時

要配慮者への訪問看護の提供体制の確保に努めます。
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災 害 医 療 連 携 体 制

（令和５年４月現在）

● 北海道保健医療福祉調整本部

（情報分析・派遣調整等）

・広域災害・救急医療情報システム （ＥＭＩＳ）による情報収集等

・医薬品等供給

広
域
患
者
搬
送

搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３７施設】

○保健所
（情報整理・

分析等）

被災地域

・地域災害
拠点病院

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般医療機関
・ 救急医療機関

○協力機関
【国立病院・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

医療救護活動（感染症等の蔓延防止・
メンタルヘルスケア等）

・
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

派
遣

情
報
収
集 応

急
資
機
材
貸
出

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療コーディネー
ター（全道）等 （＊１）

災害医療コーディ
ネーター（地域）

助言等

助言等

・市町村

・避難所
（救護所）

・市町村

・避難所
（救護所）

・避難所
（救護所）

・避難所
（救護所）

ＤＭＡＴ派遣

連携

ＤＭＡＴ派遣

連絡・調整

連絡・調整

・保健医療福祉活動
チーム（＊２）派遣
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第８節 新興感染症発生・まん延時における医療体制

１ 現 状

国の基本方針に基づき、新型コロナウイルス感染症の対応について記載しており、

令和６年３月までの状況を記載しています。

（１）医療提供体制の確保

○ 令和２年１月の新型コロナウイルス感染症の発生当初、患者は原則、「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下、「感染症法」とい

う。）に基づく第一種・第二種感染症指定医療機関*１（以下「感染症指定医療機

関」という。）の感染症病床に入院させるとの国の方針により、道においては、

94床の感染症病床で対応するとともに、患者数の増加を踏まえ、関係団体等を通

じて患者対応への協力を依頼し、入院医療体制の確保に努めました。

○ 令和２年７月に策定した「病床確保計画」*２では、感染のピークに至るまで

の間を段階的にフェーズで区切り、フェーズごとに確保病床数を設定することが

求められたため、道では３段階のフェーズを設定し、原則として第三次医療圏ご

とにフェーズの移行を行うこととしました。同計画に基づく最大確保病床数（第

３フェーズの確保病床数）は、令和２年８月１日時点で1,767床、５類移行前の

令和５年５月７日時点で2,410床、令和５年９月29日時点では、2,006床を確保し

ました。

なお、令和６年４月からの通常医療提供体制への段階的な移行に向け、令和５

年10月以降については、感染拡大期における重症患者や中等症患者等に対象を重

点化した上で、病床を確保することとし、531床を確保しました。

○ 外来医療では、令和２年２月に第二次医療圏ごとに帰国者・接触者外来*３を

設置するとともに、同年11月からは、季節性インフルエンザの流行期に多数の発

熱患者が発生することを想定し、医療機関の協力の下、657か所の診療・検査医

療機関*４を指定、令和５年５月７日時点で1,171か所、令和５年５月８日以降は、

外来対応医療機関として指定し、令和６年３月11日時点では、1,454か所を確保

しました。

（２）人材の確保及び資質の向上

○ 感染拡大等により医療機関における集団感染事例が発生し、支援が必要な施

設に対し、医療機関の協力の下、看護職員等の派遣を行いました。

○ 病院等において感染症が発生し又はまん延しないよう、最新の医学的知見を踏

まえた施設内感染に関する情報提供を行ったほか、防護具の着脱訓練や搬送訓練

を実施しました。

*１ 第１種・第二種感染症指定医療機関：感染症法第38条第２項に基づき都道府県知事が指定した病院

*２ 病床確保計画：国の方針に基づき新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の段階に応じて病床等を確保するために都道府県が

定める計 画

*３ 帰国者・接触者外来：新型コロナウイルス感染症の疑い例を診察する医療機関

*４ 診療・検査医療機関：新型コロナウイルス感染症発熱患者等の診療又は検査可能な医療機関として都道府県が指定した医療機

関
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２ 課 題

（１）医療提供体制の確保

○ 新興感染症流行時には、感染症指定医療機関のみでは医療提供が困難となるこ

とが想定されることから、感染症指定医療機関以外の医療機関等においても、病

床確保のほか、発熱外来や後方支援、自宅療養者等への医療の提供など、医療提

供体制を確保することが必要です。

○ 医療用マスク等の個人防護具については、医療現場において不足することがな

いよう、平時から、個人防護具の確保に取り組むことが必要です。

（２）人材の確保及び資質の向上

○ 新たな感染症危機に備え、道内の医療機関と医療人材の応援体制について協議

し、平時から、人材確保を進めることが必要です。

○ 感染症対応を行う医療従事者等への新興感染症の発生を想定した研修・訓練を

実施するなど、平時から、新興感染症に係る対応能力を高めることが必要です。

３ 必要な医療機能

○ 新興感染症の発生時には、感染症指定医療機関の感染症病床で対応します。

○ 流行初期（概ね３か月程度）には、感染症指定医療機関による対応とともに、

流行初期医療確保措置*１の対象となる医療措置協定*２を締結した医療機関等に

よる対応ができる体制の整備が必要です。

○ 流行初期の経過後は、医療措置協定を締結した公的医療機関等（公的医療機関

等以外の新興感染症に対応することができる医療機関を含む。）も含めて対応し、

その後、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関による対応がで

きる体制の整備が必要です。

（発熱外来）

病床確保と同様に、流行の状況に応じ、流行初期医療確保措置の対象となる医

療措置協定を締結した医療機関、公的医療機関等が対応し、その後、医療措置協

定を締結した全ての医療機関に順次拡大する対応が必要です。

（自宅療養者等への医療の提供）

医療機関等と調整を行い、新興感染症が発生した際に、速やかに自宅療養者等

への医療等を提供できる体制の整備が必要です。

（後方支援）

医療機関等と調整を行い、新興感染症が発生した際に、病床確保を担う医療機

関に代わって患者を受け入れる体制の整備が必要です。

（医療人材派遣）

新興感染症が発生した際に、感染症医療担当従事者等を他の医療機関、宿泊施

設及び高齢者施設等に派遣できるよう、医療人材の応援体制の整備が必要です。

*１ 流行初期医療確保措置：感染症法第36条の９に基づき流行初期の感染症医療の提供により影響を受ける診療報酬収入への補填

措置。

*２ 医療措置協定：感染症法第36条の３第１項に基づき新興感染症の患者等に対する必要な医療の提供などについて、都道府県知

事と医療 機関の管理者との間で締結する協定。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（１）医療提供体制の確保

（医療機能の確保）

○ 新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

（個人防護具の備蓄）

○ 新興感染症のパンデミック時に備え、診療等の際に用いる個人防護具が不足し

ないよう、医療措置協定の締結などを通じて、医療機関における個人防護具の備

蓄の促進に努めます。

（適切な感染対策）

○ 病院等において感染症が発生し又はまん延しないよう、最新の医学的知見や医

療機関における実際の対応事例を踏まえた施設内感染対策に関する情報や研究の

成果及び講習会・研修に関する情報提供や、活用の促進に努めます。

○ 感染拡大のおそれがある感染症への対応を適確に行うため、衛生研究所や感染

症指定医療機関等と緊密に連携し、当該感染症に係る情報の収集・分析、対応方

針の共有に努めます。

（２）人材の確保及び資質の向上

○ 感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と平時に医療措置協定を締結する

上川北部 全道

病床数 ４８床 1,734床

新型コロナ発生約１年後（2020年12月）の入

院患者数等を目安とし、第二次医療圏ごと

に設定

発熱外来機関数 １機関 84機関

新型コロナ発生約１年後（2020年12月）の新

型コロナの診療・検査機関数（200床以上）を
目安として、第二次医療圏ごとに設定するこ

とを基本にしつつ、各圏域の医療状況など

地域実情を鑑みて医療機能を確保。

病床数 ４８床 2,448床
新型コロナ対応で確保した最大の体制
（2022年12月）の入院患者数等を目安とし、

第二次医療圏ごとに設定

発熱外来機関数 １４機関 1,146機関

新型コロナ対応で確保した最大の体制

（2022年12月時点）を目安とし、第二次医療
圏ごとに設定

自宅療養者等への医療提供機関数

（病院・診療所・訪問看護事業所）
２０機関 986機関

自宅療養者等への医療提供機関数

（薬局）
２０機関 1,646機関

後方支援を行う医療機関数 ３機関 108機関

新型コロナ対応で確保した最大の体制（後

方支援を行う医療機関数）を目安に第二次

医療圏ごとに設定。

派遣可能な医療人材数（医師） - 61人

派遣可能な医療人材数（看護師） - 128人

指標区分 指標名（単位）
目標値

目標値の考え方

体制整備

（流行初期）

体制整備

（流行初期
期間経過後）

新型コロナ対応で確保した最大の体制（自
宅療養者等への医療提供機関数）を目安に

第二次医療圏ごとに設定。

新型コロナ対応で確保した最大の体制の派
遣可能な人材数
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など、医療人材の応援体制の整備に努めます。

○ 新興感染症の発生を想定した研修・訓練の実施や研修会等への参加の促進な

ど、感染症対応を行う医療従事者や関係職員等の資質の向上に努めます。

６ 医療連携圏域の設定

新興感染症発生・まん延時の医療連携圏域は、発生後早期に適切な治療を開始

することが重要なことから、入院医療サービスの完結などを目指す圏域である第

二次医療圏単位であり、上川北部圏域を基本とします。

なお、上川北部圏域内で医療提供体制が確保されない場合、第二次医療圏にこ

だらわず、必要な診療を受けられる体制の確保に努めます。

７ 医療機関等の具体的名称

（１）第一種感染症指定医療機関 令和５年12月現在

（単位：床）

* 配置基準は、都道府県ごとに１か所・２床

（２）第二種感染症指定医療機関 （単位：床）

* 原則、第二次医療圏ごとに１カ所

* 人口に応じ病床数を指定。

人口 30万人未満…４床

人口 30万人以上100万人未満…６床

人口200万人以上300万人未満…10床

（３）医療措置協定締結医療機関

感染症法に基づき知事が指定する医療措置協定締結医療機関については、最新

基準病床数 医療機関名 指定病床数

2 市立札幌病院 2

区　　　　　　　　　　　　　　域

北　　　海　　　道

第三次 第二次

南 渡 島 6 市立函館病院 6

南 檜 山 4 北海道立江差病院 4

北渡島檜山 4 八雲総合病院 4

札 幌 10 市立札幌病院 6

2 小樽市立病院 2

2 JA北海道厚生連倶知安厚生病院 2

南 空 知 4 岩見沢市立総合病院 4

中 空 知 4 砂川市立病院 4

北 空 知 4 深川市立病院 4

西 胆 振 4 市立室蘭総合病院 4

東 胆 振 4 苫小牧市立病院 4

日 高 4 総合病院浦河赤十字病院 4

上 川 中 部 6 市立旭川病院 6

上 川 北 部 4 名寄市立総合病院 4

富 良 野 4 北海道社会事業協会富良野病院 4

留 萌 4 留萌市立病院 4

宗 谷 4 市立稚内病院 4

2 北見赤十字病院 2

2 JA北海道厚生連網走厚生病院 2

2 広域紋別病院 2

2 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 2

十 勝 十 勝 6 JA北海道厚生連帯広厚生病院 6

釧 路 4 市立釧路総合病院 4

根 室 4 市立根室病院 4

　 ６圏域 ２１圏域 96 92

釧路・根室

道 央

後 志

道 北

オホーツク

北 網

遠 紋

医　　　療　　　圏
基準病床数 医療機関名 指定病床数

道 南
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の情報を公表する必要があるため、道のホームページ上で公表します。

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

病院歯科等は、感染症発生・まん延時の在宅療養患者等において、口腔衛生及

び口腔機能の維持・管理を行うことが重要であることから、歯科衛生士も活用し

ながら、在宅歯科医療や高齢者施設等との連携を含め、地域の実情を踏まえた歯

科保健医療体制の充実に努めます。

９ 薬局の役割

薬局は、感染症発生・まん延時の在宅療養患者に対して、医療機関や訪問看護

事業所等と連携し、薬学的管理の下、訪問による患者への適切な服薬指導等を行

うとともに、在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給体制の確保に努

めます。

10 訪問看護事業所の役割

訪問看護事業所は、感染症発生・まん延時における在宅療養患者等に対して、

医療処置や療養生活の支援等の訪問看護サービスを安定して提供するために、訪

問看護事業所間や関係機関と平時から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

※ 感染症指定医療機関のほか、感染症指定医療機関以外の医療機関等においても

対応できる医療提供体制の確保に務めます。
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第９節 へき地医療体制

１ 現 状
○ 本道における無医地区や無歯科医地区については減少傾向にあるものの、なお

全国一多い実態にあることから、道では、平成18年度に策定した「北海道へき地

保健医療計画」に基づき、へき地医療拠点病院及びへき地診療所等への財政支援

を行うとともに、各機関相互間の連携を図り、医師の確保や支援体制の整備など

に取り組んできました。

○ 令和４年10月末現在、上川北部圏域における無医地区はありませんが、無医地

区に準じる地区は４市町に９地区あります。また、無歯科医地区は１町に２地区

あり、無歯科医地区に準じる地区は３市町に５地区あります。＊１

＜無医地区等の定義＞

（無医地区）

◇ 無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、

おおむね半径４㎞の区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に

医療機関を利用することのできない地区をいいます。

（無医地区に準じる地区）

◇ 無医地区に準じる地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医

療の確保が必要な地区と各都道府県が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認め

た地区をいう。

※「無歯科医地区」「無歯科医地区に準じる地区」については、それぞれ「医療機関」

を「歯科医療機関」に読み替えるものとします。

○ へき地診療所等は、一定の区域内に医療機関がない地域における医療を確保す

ることを目的として、道、市町村、公的医療機関等により設置・運営されており、

令和６年４月現在、上川北部圏域にはへき地診療所が５か所、主に歯科の診療を

行う過疎地域等特定診療所＊２が１か所あります。

＜へき地診療所の設置基準＞

◇ へき地診療所を設置しようとする場所を中心として、おおむね半径４㎞の区

域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人以上で

あり、かつ、診療所の設置予定地から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を

利用して30分以上要するものであること

◇ 医療機関のない離島のうち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の離

島に設置するものであること

【へき地診療所・過疎地域等特定診療所】 (R6.4)

市町村名 へき地診療所名 過疎地域等特定診療所

和寒町 国保和寒町立診療所

剣淵町 国保剣淵町立診療所

美深町 美深町恩根内診療所

音威子府村 音威子府村立診療所

中川町 中川町立診療所 中川町立歯科診療所

＊１厚生労働省「無医地区等調査」及び「無歯科医地区調査」（令和４年）

＊２過疎地域等に開設する眼科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療所
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○ へき地医療拠点病院は、上川北部圏域では平成15年４月に名寄市立総合病院が

指定されています。

○ 地方・地域センター病院である名寄市立総合病院では、上川北部圏域における

地域医療の充実・確保に向け、へき地診療所等からの患者受け入れやへき地診療

所など地域の医療機関からの要請に応じ、医師等の派遣を行っています。

＜へき地医療拠点病院の主な役割＞

◇ へき地診療所等からの患者の受け入れ

◇ 無医地区等への巡回診療の実施

◇ へき地診療所等への代診医等の派遣

◇ へき地の医療従事者に対する研修会等の実施

◇ へき地診療所等に対する遠隔診療等の各種診療支援等

＜名寄市立総合病院の主な事業内容＞

① へき地診療所等からの患者受け入れ

◇ より高度な医療を必要とするなどの理由で、へき地診療所などの地域の医療機

関から紹介された患者を受け入れ、必要な診療を行っています。

② 医師等の派遣

◇ へき地診療所など地域の医療機関からの要請に応じ、医師の医療従事者の派遣

を行っています。

③「ポラリスネットワーク」※による診療支援や地域連携

◇ 地域の医療機関と連携して医療を提供するため、「ポラリスネットワーク」によ

る医療情報の共有、診療支援を行うなど、地域連携の強化を図っています。

◇ 心電計及び超音波画像データの伝送システム（caseline）を運用し、遠隔救急

支援事業を実施しています。

④ 研修会、症例検討会の開催

◇ 地域の医療従事者を対象として、研修会、症例検討会等を開催しています。

※ポラリスネットワーク：道北北部連携ネットワークの通称

２ 課 題

（へき地における保健指導）

無医地区等住民の健康の保持・増進を図るため、住民の保健衛生状態を十分把

握し、実情に応じた保健指導を行う必要があります。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所において住民に身近な医療を確保する必要があります。

○ へき地診療所、へき地医療拠点病院等の連携により、初期救急医療及び入院を

要する救急医療に適切に対応できる体制の充実を図る必要があります。

○ へき地診療所等における診療の結果、専門的な医療や高度な医療を要するとさ

れた場合、病状や緊急性に応じ適切な医療機関へ紹介・搬送する体制を確保する

必要があります。
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（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ へき地診療所等への医師派遣が行えるよう、へき地の診療を支援する医療機関

等における医師を確保する必要があります。

○ 医療機関への通院が困難な住民に対し、通院のための交通手段を確保する必要

があります。

○ 通信技術を応用した画像診断など、遠隔医療の実施に必要なコンピュータ機器

等の整備に対し支援を行い、医療機関のＩＣＴ活用を推進する必要があります。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

北海道へき地医療支援機構の強化をはじめ、へき地の医療機関に従事する医療

スタッフの支援、へき地の医療提供体制の確保に向けた支援などを行う必要があ

ります。

３ 必要な医療機能

（へき地における保健指導の機能）

無医地区等において、保健指導を提供することが必要です。

（へき地における診療の機能）

○ 無医地区等において、地域住民の医療を確保することが必要です。

○ 24時間365日対応できる体制を整備することが必要です。

○ 専門的な医療や高度な医療へつなげる体制を整備することが必要です。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

診療支援機能の向上を図ることが必要です。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

へき地において継続的に医療サービスを提供できるよう、関係機関の調整を行

うことが必要です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

へき地診療所（か所） ５ 維持
北海道保健福祉部調査

（令和５年３月末）
へき地医療拠点病院（か所） １ 維持

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

関係機関相互の連携により、適切な保健及び医療サービスが継続して実施され

る体制の維持・構築に努めます。
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（へき地における保健指導）

市町村や最寄りのへき地診療所等との連携の下、住民の保健衛生状態を十分把

握し、計画的に無医地区等の実情に即した保健指導を行います。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所等の施設・設備の整備費や運営費に対して支援します。

○ 自治医科大学卒業医師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクタ

ーバンク事業、北海道医師会及び特定非営利活動法人北海道病院協会と連携して

実施する緊急臨時的医師派遣事業等により常勤医及び代診医の確保を図ります。

○ へき地においては、幅広い診療に対応できる総合診療医は重要な役割を担うこ

とから、医育大学、北海道医師会等の関係団体などとの連携の下、総合診療医の

確保・活用に取り組みます。

○ 市町村等が患者輸送車などを整備する事業に対して支援し、搬送体制の整備に

取り組みます。

○ 高規格救急車、消防防災ヘリコプター、ドクターヘリなどによる救急搬送体制

の整備を促進します。

○ へき地医療拠点病院等が行う研修などを通じ、へき地診療所とへき地医療拠点

病院との連携を強化します。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ 無医地区等への巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地医療従事者を

対象とした研修会の開催等、へき地医療拠点病院が行うへき地医療支援活動に対

して支援します。

○ 遠隔医療や診療情報の共有ネットワーク化を行うため、必要な機器等の整備を

行うへき地医療拠点病院などに対して支援します。

○ 医育大学に設置した地域医療支援センターによる医師派遣、自治医科大学卒

業医師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクターバンク事業、

緊急臨時的医師派遣事業等により、へき地の診療を支援する医師の確保を図ります。

○ 休日・夜間当番医などの情報を提供する救急医療情報システムや小児救急電話

相談事業の普及啓発を図ります。

(行政機関等によるへき地医療の支援)

○ 北海道へき地医療支援機構について、北海道地域医師連携支援センターとのよ

り緊密な連携を進め、へき地医療体制の確保に向けた総合的な企画・調整を行い

ます。

○ 北海道のホームページを活用し、道内の地域医療の現状や地域医療を確保する

ための対策などについて紹介します。

○ 地域の医療機関に勤務する医師が、夜間のコンビニ受診などで疲弊しないため

に、地域住民を対象にした懇談会の開催や広報誌などによる啓発活動が行われる

よう市町村等に働きかけ、地域全体で医療を支える機運の醸成を図ります。
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６ 医療機関等の具体的名称

＜へき地医療拠点病院の状況＞ 【令和６年４月現在】

第二次医療圏 へき地医療拠点病院

上川北部圏域 名寄市立総合病院

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

歯科医師の確保が困難な、へき地における歯科保健医療サービスの確保に努め

ます。

８ 薬局の役割

無薬局町村における医薬品や医療・衛生材料等の提供体制を確保するため、近

隣市町村の薬局による在宅医療などの提供に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

医療資源が限られるへき地において、地域の特性や生活状況を踏まえた適切な

ケアが提供されるよう努めます。

北海道

へき地診療所等

遠隔医療代診医等派遣巡回診療

社会医療法人

民間医療機関

○過疎地域医療機関
への医師派遣

○へき地診療所への
医師・代診医派遣

医育大学
○医師の養成
○過疎地域医療機関へ
の医師派遣

へき地医療支援機構
○へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効
率的に実施するための企画・調整を行う

患者輸送車

へき地医療拠点病院
○無医地区等への巡回診療
○へき地診療所等への代診医等の派遣
○へき地医療従事者に対する研修実施
○へき地診療所の各種診療支援

無医地区、無歯科医地区
準無医地区、準無歯科医地区

市町村

○へき地における
保健指導

北海道地域医療
振興財団

ドクターバン
ク事業

北海道病院協会

緊急臨時的医師
派遣事業

地域医師連携支援センター
○医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア
形成と一体的に医師不足病院の支援等を行う

■地域医療支援センター（３医育大学に設置）
医師確保が困難な地域への医師派遣

■地域枠制度の運営
北海道医師養成確保修学資金の貸付けを受けた医
師を一定期間地域の医療機関に配置

地方・地域センター病院
○地域の医療機関への医師等の派遣
○外部に開放した研修会等の開催
○医療機器の共同利用
○地域医療支援室の設置
○救急医療体制への参加

北海道医療対策協議会

北海道総合保健医療協議会
地域医療専門委員会

へ き 地 医 療 連 携 体 制

■自治医科大学卒業医師の配置
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第10節 周産期医療体制

１ 現 状

○ 上川北部圏域の出生数は平成30年には379人でしたが、令和４年には273人とな

り、28％減少しています。

○ 上川北部圏域における低出生体重児の出生割合は、平成30年には9.2％でした

が、令和４年には9.9%となり、ほぼ横ばいの傾向です。

○ 上川北部圏域における産婦人科医師数は、平成27年度では５人、平成30年度に

は７人に増加しましたが、その後減少し、令和２年度に６人、令和３年度以降は

５人となっています。

○ 令和４年に上川北部圏域で就業している助産師は30人で、そのうち22人は病院

で就業しています。また、助産所に就業している助産師は２人となっています。

○ 上川北部及び宗谷において、分娩ができる医療機関は、名寄市立総合病院と市

立稚内病院のみであり、地域の産科医療の維持・拡充が必要な状況となっていま

す。

○ 道は、平成23年に「北海道周産期医療体制整備計画」（以下「整備計画」とい

う。）を策定し、第三次医療圏ごとに総合周産期母子医療センター（以下「総合

周産期センター」という。）を６か所、第二次医療圏に地域周産期母子医療セン

ター（以下「地域周産期センター」という。）を30か所認定し、整備計画を推進

してきたところです。

○ 上川北部圏域では、名寄市立総合病院が地域周産期センターとして認定されて

います。

○ 名寄市立総合病院の分娩件数は令和元年度は334件（うち圏外141件）でしたが、

年々減少し、令和５年度は231件（うち圏外89件）となっています。

【周産期センターの整備状況】 （令和５年４現在）

区 分 主な機能 現 状

母体又は児におけるリスク ・第三次医療圏ごとに原則１か所

総合周産期センター の高い妊娠に対する医療、 ［道北圏域：JA北海道厚生連旭川厚

高度な新生児医療等の提供 生病院］

周産期に係る比較的高度な ・第二次医療圏に30か所

地域周産期センター 医療の提供 （うち 分娩休止：４か所)

［上川北部圏域：名寄市立総合病院］

○ 総合周産期センターは、第三次医療圏内の産科医療機関の医師及び看護師など

の医療従事者を対象とした研修会を開催しており、圏域内の医療機関の連携体制

の構築や医療技術の向上が図られています。

○ 道では、平成13年から北海道周産期救急情報システムにより、総合周産期セン

ターなどにおける妊産婦や新生児の受入情報を各医療機関や消防機関等へ提供し

ています。

○ 平成21年度から開始した周産期救急搬送コーディネーター事業では、前述のシ

ステムの日々の情報更新、患者を搬送する際の医療機関、消防機関との連絡調整、

妊産婦等からの病状や受診医療機関等についての電話相談を行っています。

○ 助産師外来は令和５年４月１日現在で14の第二次医療圏で38か所設置されてい

ますが、当圏域には設置されていません。
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２ 課 題

（地域周産期センターにおける産婦人科医師の確保等）

地域周産期センターに認定されている名寄市立総合病院では、圏域外からも分

娩を受け入れており、医師の確保と機能の維持が必要です。

また、分娩の取扱を休止等している隣接する圏域の地域周産期医療センターの

機能が回復するまでの間、名寄市立総合病院と情報共有等の連携が必要です。

令和６年４月に施行の医師の時間外・休日労働の上限規制に適切に対応した医

療体制の確保が必要です。

（周産期医療従事者に対する研修機能の充実）

総合周産期センターは、それぞれの圏域において周産期医療従事者に対し研修

会を開催するとともに、現場の医療従事者のニーズを把握しながら、研修内容の

充実を図ることが必要です。

（総合周産期センター等のＮＩＣＵ等に長期入院している児童の療養・療育環境の充実）

新生児集中治療管理室（以下、「ＮＩＣＵ」という。）等に長期入院している

児童が地元で病状等に応じた望ましい環境で療養・療育されるよう、保健・医療

・福祉サービスが相互に連携した支援体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能
周産期医療体制の構築に当たっては、総合及び地域周産期センターを中心とし

て、三医育大学の協力を得ながら、医療機関間の連携、第三次医療圏間の連携（広

【産婦人科救急電話相談】　 電話番号　：　 ０１１－６２２－３２９９　（さんぷきゅうきゅう）

受付時間　：　 １９ 時 ００ 分 ～ 翌朝 ９ 時 ００ 分 （年中）

周産期救急情報システムと周産期救急搬送コーディネーター事業

北海道周産期

救急情報システム
（関係者用）

一般

住民

総合・地域

周産期センター

コドモックル

大学病院

一般の産科

医療機関等

・

消防機関

周産期救急搬送

コーディネーター

北海道救急医療 ・広域災害

情報システム（ｗｅｂ）

救急患者受入要請・受諾

救急患者搬送

ｗｅｂ

閲覧

救急患者

受入要請

応需情報

代行入力
救急患者

受入先連絡

応需情報

直接入力

受

診

救急患者

受入調整

受診先連絡

電話相談

応需情報

収集

ｗｅｂ

閲覧

受診・搬送の流れ
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域搬送・相互支援体制の構築等、圏域を越えた母体及び新生児の搬送及び受入が

円滑に行われるための措置）等を推進するとともに、これまでのハイリスク分娩

などに対する取組以外にも、正常分娩等に対する安全な医療を提供するための体

制の確保や周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育で

きる体制の確保が必要です。

（正常分娩等に対し安全な医療を提供するための、周産期医療関連施設間の連携）

○ 正常分娩(リスクの低い帝王切開術を含む。)や妊婦健診等を含めた分娩前後の

診療を安全に実施可能な体制の構築が必要です。

○ ハイリスク分娩や急変時には地域周産期センター等へ迅速に搬送が可能な体制

の構築が必要です。

○ 妊産婦のメンタルケアや社会的ハイリスク妊産婦（特定妊婦等の妊娠中から家

庭環境におけるハイリスク要因を有する妊婦）への対応が必要です。

（周産期の救急対応が24時間可能な体制）

総合周産期センター及び地域周産期センターを中心とした周産期医療体制によ

る24時間対応可能な周産期の救急体制の確保が必要です。

（新生児医療の提供が可能な体制）

新生児搬送や、ＮＩＣＵ、ＮＩＣＵに併設された回復期治療室（ＧＣＵ）及び

ＮＩＣＵ等の後方病室確保を含めた新生児医療の提供が可能な体制の構築が必要

です。

（ＮＩＣＵに入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制）

周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できるよう

医療、保健及び福祉サービスが相互に連携した支援体制の構築が必要です。

（周産期医療における災害対策）

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送

受入れや診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

周産期センターにおいては、被災後、早期に診療機能を回復できるよう、必要

な物質の確保等、平時からの備えを行っていくことが必要です。

（周産期医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療

等が提供できるような体制の構築が必要です。

４ 数値目標等

指標名 現状値 目標値 現状値の出典

道北第三次医療圏における総合周産期

母子医療センターの施設数
１ 維持

北海道医療計画第10章

上川北部第二次医療圏における地域周 別表17

産期母子医療センターの施設数
１ 維持

０ １助産師外来の開設施設数 北海道医療計画第10章

別表19
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５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（総合周産期センター及び地域周産期センター等の整備）

○ 周産期医療に関する最先端の知識・技術が集積している三医育大学との連携を

強め、これらの大学から医師の優先的かつ重点的な派遣を受けながら、地域の医

療資源を最大限活用し、総合周産期センター等での高度で専門的な周産期医療の

提供に努めます。

○ 第二次医療圏において、24時間体制でハイリスク分娩等の周産期救急医療に対

応する地域周産期センターに対し、産婦人科医師の複数配置などを行い、産婦人

科医師の優先的かつ重点的確保を図ります。

○ 総合周産期センターなどから、自家用車での妊産婦の冬期間の移動時間が概ね

120分、移動距離が概ね100㎞を超える地域＊において、産科医療機能を確保する

必要がある地域周産期センター等に対して、産婦人科医師の優先的な確保を図り

ます。

（搬送体制等の整備)

○ 北海道周産期救急情報システムや周産期救急搬送コーディネーター等を活用

し、妊産婦や新生児のスムーズな周産期センターへの救急搬送体制の確保に取り

組みます。

○ 分娩の取扱いを休止等している隣接する圏域の地域周産期医療センターの機能

が回復するまでの間、当圏域の地域周産期センターとの情報共有を進め、迅速な

搬送が可能な体制を目指します。

（周産期医療従事者に対する研修機能の整備）

総合周産期センタ－において、第三次医療圏内の産科医療機関の医師及び看護

師などの医療従事者を対象とした研修会を開催し、圏域内の医療機関の連携体制

の構築や医療技術の向上に努めます。

（助産師外来の開設等の取組）

身近なところに産科医療機関がない地域における妊産婦や産婦人科医師の負担

軽減につががることから、医療機関や関係団体と連携しながら、助産師外来＊の

開設等を促進します。

（ＮＩＣＵ等に長期入院している児童への支援）

ＮＩＣＵ等に長期入院している児童の退院を促進し、ＮＩＣＵ等の満床状態を

解消するための地域療育支援施設運営事業や在宅への移行促進・保護者等のレス

パイトのための日中一時支援事業などに取り組みます。

＊ 妊産婦の移動時間、移動距離をおおむね120分、おおむね100ｋｍの範囲内とする根拠：安全で安心して出産できる移動時間や

移動距離を検討したところ、妊産婦の居住地から自家用車での冬期間の移動時間がおおむね120分、移動距離がおおむね100ｋｍ

の範囲内に産科医療機関が存在すれば、最低限、墜落分娩などの危険を避けることができると考え、文献学的考察を加えるとと

もに三医育大学の意見を踏まえ設定したもの。

＊ 助産師外来：助産師が医師と役割分担しながら自立して、妊産婦やその家族の意向を尊重しながら、健診や保健指導を行うもの
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（周産期医療における災害対策）

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や周

産期母子医療センター等の連携体制の確保を進めるなど、災害時における周産期

医療体制の構築に努めます。

（周産期医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

【関連：第３章第９節「新興感染症発生・まん延時における医療体制」（P ）】

６ 医療機関等の具体的名称

【道北第三次医療圏における周産期母子医療センター】 令和５年４月現在

第三次 第二次

医療圏 医療圏
病 院 名 区分

認定年月日

JA北海道厚生連旭川厚生病院 総合 平成13年10月１日

上川中部 旭川赤十字病院 平成13年10月１日

旭川医科大学病院 平成23年３月30日

道 北 上川北部 名寄市立総合病院 平成13年10月１日

富 良 野 北海道社会事業協会富良野病院 地域 平成13年10月１日

留 萌 留萌市立病院 平成13年10月１日

宗 谷 市立稚内病院 平成13年10月１日

＊ 旭川赤十字病院は分娩休止中

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割
妊娠は、ホルモン等の内分泌機能の生理的変化により、歯周病のリスクが高ま

ることから、市町村等と連携し、妊産婦に対して歯・口腔の健康づくりに関する

正しい知識や定期的に歯科医療機関を受診することの必要性を啓発する機会の確

保に努めます。

また、妊婦が歯科医療機関を受診した際は、妊娠週数に配慮し、適切な歯科医

療の提供に努めます。

８ 薬局の役割
妊婦等が医薬品を適切かつ安全に使用できるよう、薬局において、薬学的管理

（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、妊婦等への

適切な服薬指導などに努めます。

９ 訪問看護事業所の役割
○ 周産期医療機関連携施設を退院した障がい児等が在宅で療養・療育できるよ

う、医療機関や市町村等地域関係者と連携し支援を行います。

○ 心身の疾病や障がいのある妊婦が不安なく妊娠期の生活や分娩ができるよう

医療機関や市町村等地域関係者と連携し支援を行います。
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周産期医療連携体制

【分娩の取扱】

総合周産期母子医療センター
（高度・専門的な周産期医療の提供）

地域周産期母子医療センター
（専門的な周産期医療の提供）

一般の周産期母子医療施設
（正常分娩に対応する施設）

【対応が難しい新生児】

特定機能周産期母子医療センター
【北海道立子ども総合医療・療育センター】
（ハイリスクの胎児や新生児に対応する周産期
医療の提供）

【協力支援機関】

三医育大学

第三次
医療圏

第二次
医療圏

救急搬送
コーディネーター

応需確認
受入要請

相
談

【療養・療育支援】
地域療育支援施設
日中一時支援施設
訪問看護事業所

受

診

救
急
搬
送
要
請

救
急
隊

連

携

退
院
支
援

在
宅
支
援

妊産婦・新生児 長期療養児
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第11節 小児医療体制（小児救急医療を含む。）

１ 現 状

○ 上川北部圏域における小児科を標ぼうする病院は平成30年４月から令和５年４

月までの間に20％減少（５か所から４か所）し、診療所は25％減少（12か所から

９か所）しています。

○ 上川北部圏域の医師総数と小児科を専門とする医師の数は、ほぼ横ばいの傾向

にありますが、小児人口（15歳未満）は減少傾向にあります。

○ 上川北部圏域の小児人口１万人当たりの小児科医師数は、令和４年は20.5人と

なっており、全道平均の16.3人より高い状況にあります。

【上川北部圏域の医師数及び小児科医師数の推移】 （単位：人）

区 分 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年 令和４年

医師総数 119 125 125 117 119

医療施設従事医師数 115 119 119 113 114

小児医療を行う医師数 16 19 19 13 12

小児科を専門とする医師 5 7 7 8 7

小児人口１万人当たり 20.9 26.3 28.2 20.5 20.5

（全道値） (16.1) (15.3) (15.5) (16.3) (16.3)

小児人口 7,659 7,221 6,749 6,340 5,845

※ 厚生労働省：医師・歯科医師・薬剤師調査 （各年12月末現在）、名寄保健所調べ

総務省自治行政局／住民基本台帳に基づく人口・世帯数及び人口動態（各年１月１日現在）

○ 令和４年における上川北部圏域の小児科医師は、全体の58.3％が病院に勤務し

ており、小児科を専門とする医師の全てが病院に勤務しています。

○ 令和４年における１病院当たりの小児科医師数は1.75人で、全道の3.44人に比

較すると少ない配置状況となっています。

（単位：人）

小児医療を行う医師数 １施設当たり医師数

区 分
小児科標ぼう

小児科を専門 小児科を専門
医療機関数(A)

(B) とする医師 （B/A） とする医師

病 院 4 7 7 1.75 1.75

診療所 9 5 0 0.56 0.00

合 計 13 12 7 0.92 0.54

※ 名寄保健所調（小児科標ぼう医療機関数は令和５年4月1日現在、小児医療を行う医師数は令和４年12月31日現在）

○ 平成30年１月時点で6,749人だった上川北部圏域の小児人口は、令和４年１月

には5,845人まで減少（13.4％減 [全道値8.1％減]）していますが、18歳未満の

救急搬送数については、平成30年の122人から令和５年の154人と増加傾向（26.2

％増）にあります。

○ 令和５年の上川北部圏域の救急搬送数における軽症者の割合は3,008人中1,114人

で37.0％であるのに対し、18歳未満の救急搬送数における軽症者の割合は154人

中78人で50.6％となっています。

○ 厚生労働省の調査によると、小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では

夕刻から準夜帯（18時から22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、土日ではさら

に多くなっており、小児救急患者はいわゆる時間外受診が多いことが指摘されて
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います。

○ このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化や夫婦共働きな

どの家庭の変化とともに、保護者等による専門医志向や病院志向が大きく影響し

ていると指摘されています。

【救急搬送人員の推移】 （単位：人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
区 分

うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者
18歳未満 59 23 83 40 88 45 92 42

上川北部
18-64未満 323 147 348 166 427 201 407 197

(名寄･下川･美深
65歳以上 1,003 283 1,118 371 1,112 304 1,217 344

･中川･音威子府)
小計 1,385 453 1,549 577 1,627 550 1,716 583
18歳未満 46 2 42 24 65 40 62 36

士別地方 18-64未満 268 129 272 127 271 142 239 139
65歳以上 873 219 875 264 953 296 991 356
小計 1,187 350 1,189 415 1,289 478 1,292 531

うち 18歳未満 42 0 42 24 58 37 60 34
上川北部圏域 18-64未満 247 119 255 120 253 133 222 131
(士別･和寒･剣淵) 65歳以上 830 210 820 250 893 282 938 338

小計 1,119 329 1,117 394 1,204 452 1,220 503
18歳未満 105 25 125 64 153 85 154 78
18-64未満 591 276 620 293 698 343 646 336

合計
65歳以上 1,876 502 1,993 635 2,065 600 2,208 700
合計 2,572 803 2,738 992 2,916 1,028 3,008 1,114

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

○ 道では、小児救急医療体制の整備に対する社会的要請が強まっていることから、

通常の救急医療体制によるほか、小児救急医療支援事業により、小児二次救急医

療の体制整備を図っています。

【上川北部圏域の小児救急医療支援事業（平成11年度～）】

事 業 概 要 休日・夜間の小児二次救急医療を確保する

対 象 圏 域 上川北部圏域 他

事 業 主 体 名寄市立総合病院

○ 道内の内科医等を対象とした小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急

医療に係るネットワーク体制を構築しています。

＜北海道小児救急医療地域研修事業＞（平成17年度～）

□ 実施機関：北海道医師会へ事業委託

□ 実施地区：第三次医療圏を基本に、全道８地区に区分し開催

□ 対 象 者：在宅当番医制に参加する医師等

○ 保護者の子育て不安の解消に資する観点から小児救急電話相談事業を実施する

とともに、救急医療情報を道民、医療機関、消防機関に提供する「北海道救急医

療情報・広域災害情報システム」を運営するほか、救急法等講習会の実施など、

救急医療についての啓発を行っています。【関連：第３章第６節 救急医療体制】
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＜小児救急電話相談事業＞（平成16年度～）

夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医師が保護者

等からの相談に対し、電話により助言を行っており、令和４年度の道北圏域居住者

の相談件数は1,169件となっています。

０１１－２３２－１５９９(いーこきゅうきゅう)

電 話 番 号 ＊ プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは短縮ダイヤル

「＃８０００」も利用できます。

毎日19時から翌朝８時まで

相 談 体 制

看護師１名（センター対応）、医師１名（自宅等待機）

医師が直接診察して治療を行うものではなく、あくまでも電
利用に当たって

話による家庭での一般的対処などに関する助言アドバイスを行
の 注 意 事 項

うものです。

２ 課 題

（小児医療体制等の確保）

○ 子どもを持つ家族に対する相談など、家族を支援する体制や子どもの症状・状

態に応じた小児医療体制の確保が必要です。

○ 二次救急医療機関における小児救急患者に占める軽症者の割合が高いことが以

前から指摘されており、小児科勤務医が長時間にわたる不規則な勤務を余儀なく

され、その改善が求められています。

○ 上川北部圏域においては、専門医療や24時間体制の救急医療を提供する体制が

確保されていることから、隣接する医療圏の医療機関と連携し、入院医療や救急

医療を提供できる現状の機能を維持することが必要です。

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

○ 小児疾患に対する高度・専門的な診断・治療や医療・療育体制、また、小児の

三次救急医療体制についての検討も必要です。

○ 発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、必要な医療・療

育や適切な支援を身近な地域で受けられる体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

（症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実）

疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門

医療及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図

るとともに、急性期を経過した小児患者を地域で受け入れられるよう、医療機関

の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。
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（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受

入れや診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療

等が提供できるような体制の構築が必要です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

小児二次救急医療体制が確保されている 北海道保健福祉部調査

小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 参 加 病 院
1 維持

（令和４年４月現在）

北海道小児地域医療センター 1 維持 北海道保健福祉部調査

（令和４年４月現在）

小児科医療を行う医師数 令和４年厚生労働省「医

（小児人口１万人対） 20.5 維持 師・歯科医師・薬剤師

調査」

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（小児医療体制等の確保）

相談支援体制等

○ ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施します。

○ 小児救急電話相談事業や救急医療情報システムの活用を促進するとともに、医

療機関への適正な受診等に関する住民の理解を深めるなど、救急医療についての

啓発に努めます。

一般の小児医療及び初期小児救急医療体制

小児医療については、できるだけ患者の身近なところで提供されることが望ま

しいことから、小児救急医療地域研修事業を実施し、一般の小児医療及び初期小

児救急医療を担う病院・診療所の維持や確保に努めます。

小児専門医療及び入院小児救急医療体制

○ 上川北部圏域の小児医療の中核的な医療機関として「北海道小児地域医療セン

ター」に選定されている名寄市立総合病院の専門医療及び入院を要する小児患者

に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制とその機能の維持に努めます。

○ 小児専門医療を担う病院における小児科医師の勤務環境の改善を図るため、地

域の開業医や総合診療医、関係機関との幅広い連携体制の構築に努めます。
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北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準

＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞

① 一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること

② 小児科の入院医療を提供していること

③ 小児二次救急医療を担っていること

④ ＮＩＣＵを整備していること

＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞

次の要件のいずれかを満たす医療機関

（要件１） 北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を

満たし、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示

医療機関であり、かつ、分娩を行っている病院

（要件２） 北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下の

ア～ウを満たす病院

ア 小児科の常勤医師が勤務していること

イ 小児科の入院医療を提供していること

ウ 小児二次救急医療等を担っていること

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

小児高度専門医療の提供

大学病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、総合周産期母子医療セン

ターなどにおいて、小児高度専門医療を提供します。

療養・療育支援体制の確保

発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、在宅医療や療育、

短期入所等の福祉サービスなどの支援を身近な地域で受けられるよう、地域生活

を支援する体制の充実に努めます。

小児在宅医療の提供体制の確保

○ 小児在宅医療の担い手を育成するため、医師・看護師等の医療従事者に対する

普及啓発や研修会の開催等に取り組むとともに、小児に対する訪問診療への同行

研修や診断方法等に関する講習等、医師の技術習得が図られるよう、実践的な取

組を実施します。

○ 在宅療養中の小児の状態が急変した際などに適切に対応できるよう、小児在宅

医療を担う医療機関と後方支援を担う医療機関との連携体制の構築に努めます。

○ 医療的ケア児及びその家族を含む小児等の在宅生活について、小児期から成人

期といったフェーズの変化や地域の実情に応じた支援体制の構築に向けて、保健

・医療・福祉・教育等の関係者間の連携促進に取り組みます。

○ 医療的ケア児のＮＩＣＵ等からの退院支援について、在宅医療を担う医療機関

と入院医療機関が連携して対応することができるよう、訪問診療医のグループと

後方支援を行う医療機関との連携体制の構築に向けた支援を行います。
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（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域

の中核的医療機関等の連携体制の確保を進めるなど災害時における小児医療体制

の構築に努めます。

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

【関連：第３章第９節「新興感染症発生・まん延時における医療体制」（P ）】

６ 医療機関等の具体的名称

北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院

令和５年４月現在

第三次 第二次 北海道小児地域医療センター 北海道小児地域

医療圏 医療圏 支援病院

数 病 院 名 数 病 院 名

上川中部 １ JA北海道厚生連旭川厚生病院 １ 市立旭川病院

道 北 上川北部 １ 名寄市立総合病院

富 良 野 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会

富良野病院

留 萌 １ 留萌市立病院

宗 谷 １ 市立稚内病院

小児二次救急医療体制

【小児救急医療支援事業参加病院】 令和５年４月現在

第三次 第二次 支援事業 小児救急医療支援事業参加病院

医療圏 医療圏 開始時期

上川中部 H22.4 JA北海道厚生連旭川厚生病院

上川北部 H18.1 名寄市立総合病院

道 北 富 良 野 H22.4 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留 萌 H22.4 留萌市立病院

宗 谷 H18.4 市立稚内病院
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

子どもの発達障がい等に対する支援として、できるだけ身近なところで適切な

歯科保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医及び協力歯科

衛生士の確保と資質の向上に努めます。

８ 薬局の役割

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かか

りつけ薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、休日や平

日の診療時間外における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品や衛生材料等の

供給体制の充実に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長

発達に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関

係者と連携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。
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三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療
○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [13施設]

（令和５年４月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消防機関等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など
［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護事業所等］

参画

受
診

メディカルウイング
による搬送
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第１２節 在宅医療の提供体制

１ 現 状

○ 長期にわたる療養や介護を必要とする患者が病気と共存しながら、生活の質の

維持、向上を図りつつ療養生活を継続することができるよう、在宅医療の提供体

制の整備が必要とされています。

また、高齢化の急速な進行を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、医療と介護が連携した地域包括ケアシステムを構築

する必要があります。上川北部圏域においては、各市町村地域包括支援センター

が中心となり、多職種と連携し、地域包括ケアシステムを構築しています。

○ 令和２年国勢調査によると、上川北部圏域は一世帯あたりの人員の平均が2.06

人と減少傾向にあります。高齢者の割合が平成27年度34.4％から令和２年度は

37.3％と増加しており、高齢化の進行とともに、高齢の単身世帯、高齢の夫婦２

人世帯の増加が予測されます。

【上川北部圏域の世帯数及び一世帯当たりの人員の推移】

区 分 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

世帯数(上川北部) 31,235 31,355 30,735 30,669 29,340 29,558

一世帯当たりの人員(上川北部) 2.75 2.50 2.47 2.33 2.15 2.06

一世帯当たりの人員(全道) 2.60 2.42 2.36 2.27 2.13 2.11

＊国勢調査

＜在宅医療＞

◇ 治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても自宅等（※）

の生活の場で必要な医療を受けられるように、医師などが自宅等を訪問して

看取りまでを含めた医療を提供するものです。

◇ 在宅医療の対象者は、病気やけがなどにより通院が困難な人で、退院後継

続して治療が必要な人、又は自宅等で人生の最終段階における医療を希望す

る人などで、具体的には、寝たきりの高齢者、神経難病患者、けがによる重

度の後遺症のある患者、末期がん患者などです。

※「自宅等」とは、自宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生

活介護事業所等を指します。

＜地域包括ケアシステム＞

地域の実情に応じて、高齢者が住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制をいいます。

○ 人口動態統計による死亡の場所は、上川北部圏域では自宅や老人ホーム（養護

老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム）におけ

る死亡の割合は14.3％であり、全道の18.5％よりも下回っていますが、自宅及び

老人ホームでの死亡については、平成28年より増えています。
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【死亡の場所】

施 設 等

病 院 診療所 介護老人保健施設等 老人ホーム 自 宅 その他 死亡数

上川北部

平成22年 89.04% 2.42% 0.00% 2.54% 4.27% 1.73% 867人

平成28年 85.73% 1.35% 0.34% 4.61% 6.85% 1.12% 890人

令和 4年 80.70% 1.97% 1.24% 6.32% 7.99% 1.76% 964人

全 道

平成22年 83.67% 2.89% 0.70% 1.56% 8.75% 2.48% 55,404人

平成28年 81.66% 2.30% 1.57% 3.18% 9.49% 1.80% 61,906人

令和 4年 75.31% 1.89% 2.93% 5.32% 13.15% 1.40% 74,437人

＊ 人口動態統計 介護老人保健施設等は、介護医療院及び介護老人保健施設

〈人生の最終段階における医療及びケアのあり方〉

医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づい

て患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上

で、人生の最終段階における医療を進めることが最も重要です。

○ 人生の最終段階も含め24時間体制で在宅療養者の急変等に対応できる在宅療養

支援診療所及び在宅療養支援病院は、令和５年４月現在、全道でそれぞれ354施

設、81施設が届出を行っています。上川北部圏域では、在宅療養支援診療所が２

施設（士別市・名寄市）、在宅療養支援病院が１施設（名寄市）となっています。

○ 訪問看護事業所（サテライト型事業所を含む。）は、令和５年４月現在、全道

で676施設あります。上川北部圏域では、令和５年４月現在、５施設（士別市２

・名寄市２・美深町１）となっています。訪問看護ステーション未設置の地域に

も、他地域の事業所がサービス提供を行っています。

また、５ヶ所の医療機関（士別市１・名寄市２・剣淵町１・下川町１）で看護

師による訪問看護を行っています。

○ 在宅患者への訪問による薬剤管理指導を実施し、在宅患者調剤加算を算定して

いる薬局は、全道では令和５年４月現在、882施設あります。上川北部圏域では、

令和５年４月現在、５施設が在宅患者調剤加算を算定しています。

また、在宅療養支援認定薬剤師による訪問薬剤管理指導を行っている薬局もあ

ります。

○ がんなどの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管管理・廃棄等

の指導に対応できる麻薬免許を有する薬局は、令和５年１月現在、全道では

2,133施設となっており、上川北部圏域では令和６年４月現在、22施設となって

います。

○ 在宅療養支援歯科診療所は、全道では令和６年２月現在、314施設となってお

り、上川北部圏域では、４施設（名寄市３・和寒町１）となっています。

○ 上川北部圏域におけるリハビリテーション専門職による訪問リハビリテーショ

ン事業所は、４施設(士別市２・名寄市２）となっています。
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２ 課 題

（在宅医療（訪問診療）の需要の把握）

○ 高齢化の進行や生活習慣病（慢性疾患）が死因の上位を占めるなどの疾病構造

の変化に伴い、要介護認定者や認知症患者は大幅に増加しており、在宅療養者が

今後も増加していくことが考えられます。

また、地域医療構想を推進する中で、病床の機能分化・連携が進むことに伴う

新たなサービスの必要量の増加が見込まれます。

○ 在宅医療は、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素であり、今後増大する

慢性期の医療ニーズに対する受け皿であることから、適切な提供体制を整備する

ため、必要となる在宅医療の需要について推計しました。

○ なお、この推計結果については、療養病床の転換に関する状況や在宅医療（訪

問診療）の体制整備の状況などを踏まえ、道計画の中間年（３年目）の見直しに

おいて、再度推計しています。

【訪問診療の需要（推計）】 (単位：人/日)

平成25年 令和8年 令和11年

上川北部 207 260 294 ※ 下段（ ）は新たなサービス必要量

（234） （240） を除いた数

全 道 29,154 46,530 52,161

（44,102） （47,305）

※ 令和11年（2029年）の（ ）の数は、平成25年時点で訪問診療を受けている方の数に、二次医療圏別

・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計。令和８年（2026年）は年数の按分により推計。

（地域における連携体制の構築）

○ 在宅医療は、医療の提供のみならず、介護サービスの提供体制の整備、高齢者

の住まいの確保など、住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、必要

な支援を提供することが求められています。在宅医療を支える専門職の多職種が

各々の専門性を生かし、積極的な意見交換や情報共有を通じて、チームとして在

宅療養者等の質の高い療養生活を支えていくことが重要であることから、それを

担う人材育成と連携体制の構築が必要です。

（在宅医療を担う医療施設等の充実）

○ 上川北部圏域は高齢化が進んでおり、広大な地域を限られた資源でカバーして

います。在宅医療を在宅療養者が、住み慣れた自宅や地域で継続して生活を送る

ことができるよう、在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護事業所の充実が

必要です。

○ また、かかりつけ医と在宅医療を支える専門職の連携強化が必要です。

（緩和ケア体制の整備）

○ 緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、心理社会的な問題への援助が求め

られています。

○ 在宅緩和ケアを進めるため、医療用麻薬の効果的・適正な使用を図っていく必要が

あります。
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（在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実）

高齢者のフレイル＊１対策として、低栄養の予防が重要であることから、在宅での栄

養管理や口からの食生活を推進していくための歯・口腔機能の維持と誤嚥性肺炎予
ご えん

防などの一環として専門的な口腔ケアと口腔機能向上訓練の充実が必要です。

（訪問看護の質の向上）

○ 訪問看護師には、在宅医療を支える専門職と連絡・調整を図りながら、在宅療

養者に適切な看護を提供する能力が求められます。

○ 上川北部圏域の訪問看護事業所においては、看護師確保が困難な状況等によ

り、研修や情報交換の機会が十分確保できなかった施設もあり、地域全体の看護

サービスの質の向上を図る必要があります。

（訪問薬剤管理指導の推進）

○ 在宅療養者が医薬品を適正に使用できるよう、薬局と医療機関等との間で服薬

情報等を共有するとともに、薬局薬剤師による在宅患者の医薬品管理・適正使用

の指導（薬剤管理指導）の実施が求められています。

○ 薬局薬剤師は、在宅医療を支える専門職・関係機関と連絡・調整を図りながら、

在宅療養に適切な薬剤管理指導を行うことが必要です。

（リハビリテーションの推進）

○ 在宅療養者が生活機能の維持・向上を図ることができるよう、リハビリテー

ション（訪問及び通所リハビリテーションを含む）による日常生活の継続を支援

することが必要です。

○ リハビリテーション専門職は、在宅医療を支える専門職・関係機関と連絡・調

整を図りながら、在宅療養に適切な生活機能の維持・向上を図ることが必要です。

（住民に対する在宅医療の理解の促進）

○ 在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、住民に対する在宅医療に

関する情報提供や普及啓発が必要です。

○ 人生の最終段階の患者が自ら望む場所で最期を迎えることができるよう、患者

やその家族（ケアラー等＊2含む）、在宅医療に携わる関係者が患者の意思を共有

すること（人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング））を推進する

取組が必要です。

○ また、家庭における看護の需要に対応するため、在宅療養に必要な家庭看護の

知識・技術の普及を図る必要があります。

＊1 フレイル：学術的な定義は確定していないが、「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」報告書では、「加齢とともに、

心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の並存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱化

が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義されている。（平成27年

度厚生労働科学研究特別事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」報告書）

＊２ ケアラー等：高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護、

看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいう。ケアラーのうち、18歳未満の者をヤングケアラーという。（以下、

第３章第13節の本 文における「家族」の表記には、ケアラー等を含むものとする。）
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（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築）

○ 災害時に自ら避難することが困難な在宅療養者が適切に避難支援を受けられる

よう、市町村防災担当等と連携し、体制整備を構築することが必要です。

○ また、避難後には、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要

なことから、住民に対し、お薬手帳等の普及啓発が必要です。

３ 必要な医療機能

（円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】）

○ 入院医療機関と在宅医療を提供する医療機関の円滑な連携により、切れ目のな

い継続的な医療提供体制を確保することが必要です。

（日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】）

○ 患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）が多職種協働により、在

宅療養者が住み慣れた地域で継続的かつ包括的に提供されることが必要です。

（急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】）

○ 在宅療養者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪

問看護事業所及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による診療体制

を確保することが必要です。

○ 地域において在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支援し、人

生の最終段階において在宅療養者がどのような治療やケアを受けたいかなどにつ

いて、事前に家族や医師・看護師・介護支援専門員などと話し合い、共有する体

制が必要です。

（患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】）

○ 自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の住まいや介護保険施

設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる体制を確保することが必要

です。

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進
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４ 数値目標等

指標名 現状値 目標値 現状値の出典

訪問診療を実施している医療機関 16.2 向上 令和２年度ＫＤＢ

数（人口10万人あたり） [厚生労働省](在宅患者訪問診療料算定)

機能強化型の在宅療養支援診療所＊ ２ 現状維持 北海道保健福祉部調査（令和5年3月現在）

１又は病院＊２数

在宅医療において積極的役割を ０ １

担う医療機関

在宅医療において必要な連携 ０ １

を担う拠点

退院支援を実施している医療機関 ２ 向上 令和４年度ＮＤＢ

数 （☆参考値） [厚生労働省](在宅患者訪問診療料算定)

在宅療養後方支援病院数 ０ １ 北海道保健福祉部調査（令和６年５月現在）

在宅看取りを実施する医療機関数 ３ 向上 令和４年度ＮＤＢ[厚生労働省](在宅ﾀｰﾐﾅﾙ

（☆参考値） ｹｱ加算算定）

24時間体制の訪問看護ステーショ ３ 現状維持 令和４年度介護サービス施設・事業所調査

ン数 [厚生労働省](24時間対応加算届出）

歯科訪問診療を実施している歯科 １４ 向上 令和４年度ＮＤＢ[厚生労働省]（歯科訪問

診療所数 （☆参考値） 診療料算定）

訪問口腔衛生指導を実施してい １ 向上 令和４年度 ＮＤＢ[厚生労働省]

る診療所・病院数 （☆参考値）

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理 １１ 向上 令和４年度 ＮＤＢ、介護ＤＢ[厚生労働省]

指導を実施する薬局数 （☆参考値） 地域包括ケア「見える化」システム

地域支援体制加算届出薬局の数 ３ 向上 北海道保健福祉部調査（令和5年9月現在）

訪問リハビリテーションを実施し ２ 向上 令和４年度 ＮＤＢ、介護ＤＢ[厚生労働省]

ている医療機関、介護老人保健施

設の数

訪問栄養食事指導を実施している ０ １ 令和２年度 ＫＤＢ [厚生労働省]

医療機関の数

訪問診療を受けた患者数[1ヶ月当 216 向上 令和２年度 ＫＤＢ[厚生労働省]

たり]（人口10万人対）（人）

訪問看護利用者数（1か月あたり） 112.5 向上 令和４年度 ＮＤＢ[厚生労働省]（在宅患

（人口10万人対）（人） （☆参考値） 者訪問看護・指導料算定件数）

＊1 「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和２年３月5日保医発0305第3号厚生労働省保

険局医療課長通知）（以下「通知」という。）別添１の「第９」の１の（１）及び（２）に規定する在宅療養支援診療所。

＊２ 通知別添１の「第14の２」の１の（１）及び（２）に規定する在宅療養支援病院。

＊３ 自宅、老人ホーム（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム）での死亡率

＊４ 目標値の考え方における「現状」は、計画策定時の数値とする。
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指標名 現状値 目標値 現状値の出典

在宅死亡率（％） 14.3 向上 令和４年 人口動態調査

[厚生労働省]

在宅ターミナル加算を受けた患者 45 向上 令和４年度 ＮＤＢ[厚生労働省] （在宅タ

数（１か月当たり）（人） （☆参考値） ーミナル加算等算定件数）

○ 市町村単位の数や件数が1～3と小さいため秘匿処理（マスク処理）がされている場合

は、それを１として算出した参考値とする。

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（在宅医療において積極的役割を担う医療機関の整備）

○ 在宅医療における必要な医療機能の確保・強化に向けて、自ら24時間対応体制

の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、

障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院や診療所を、「在宅医療におい

て積極的役割を担う医療機関」として位置付けることとし、保健所や「在宅医療

に必要な連携を担う拠点」のコーディネート等により、上川北部圏域における整

備を進めます。

（在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備）

○ 在宅医療における必要な医療機能の確保・強化に向けて、市町村が実施する在

宅医療・介護連携推進事業の取組と連携しながら包括的かつ継続的な在宅医療の

提供体制を構築するための連携調整を図るなど、郡市医師会、市町村、病院、診

療所、訪問看護事業所、保健所等の主体のいずれかを、「在宅医療に必要な連携

を担う拠点」として位置づけるなど、引き続き、多職種の連携体制づくりにおけ

るコーディネート役である保健所や北海道在宅医療推進支援センターが、地域課

題の把握・分析、取組の導入検討等の支援を行いながら、上川北部圏域における

整備を進めます。

（地域における連携体制の構築）

○ 住み慣れた地域で暮らしながら医療を受けられるよう、市町村単位での在宅医

療の連携構築を目指し、課題解決に向け取組を進め、退院支援から日常の療養支

援、急変時の対応、看取りまで継続した医療提供体制の構築を図ります。

○ 在宅療養者の病状急変時においては、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護

事業所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を整備している医療機関等の

相互の連携のほか、人生の最終段階において患者本人の意思が尊重されるよう、

患者やその家族、在宅医療に携わる関係者が患者の意思を共有する人生会議

（ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング））の取組を踏まえた消防機関との

連携体制の構築に努めます。

○ 在宅医療を支える専門職・関係機関など医療福祉介護関係者を対象に、研修に

よる資質向上と、在宅医療を担う人材の育成及び顔の見える連携体制の構築に努
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めます。

○ 上川北部圏域では、医療と介護の連携を図るため、各関係機関の情報交換を円

滑に行うための地域ルールの検討（入退院支援の連携ルールなど）、各関係機関

・事業所の窓口の明確化などの取組を進めます。

○ 広域な上川北部圏域で医療と介護の連携を構築するため、ＩＣＴを活用した患

者情報ネットワーク、見守り支援、遠隔医療等の取組を促進します。

（在宅医療を担う医療機関の整備等）

○ 在宅療養者や家族のニーズに対応できるよう、在宅医療の中心となる機能強化

型の在宅療養支援診療所・病院、訪問診療を実施する病院・診療歯科診療所(在

宅療養支援歯科診療所等）、薬局や24時間体制の訪問看護ステーションの整備等

を支援します。

○ 24時間体制の在宅医療を提供できるよう、機能強化型の在宅療養支援診療所以

外の診療所を含めたネットワークの構築に努めます。

○ 患者が望む場所での看取りを行うことができるよう、有料老人ホーム、サービ

付き高齢者向け住宅等の職員に対して研修を行うなど、意識の醸成に努めます。

（緩和ケア体制の整備）

○ 在宅緩和ケアが推進されるよう、緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支

援診療所等の関係者の連携を促進します。

○ 在宅緩和ケアが推進されるよう、緩和ケアに関わる医師・薬剤師・看護師・施

設職員等の関係者に対する研修を実施するとともに、在宅療養患者に対する相談

支援体制の整備を図ります。

○ 在宅緩和ケアを必要とする患者が、歯・口腔機能の維持により生活の質（QOL）

が向上するよう、歯科医師・歯科衛生士による専門的な口腔管理の提供を図ります。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、薬局に勤務する

在宅医療における連携体制

在宅医療に必要な
連携を担う拠点
【郡市医師会・市
町村など】

①関係者の定期的な会合によ
る連携体制づくりの検討、
支援

②関係機関等の情報提供（地
域課題の共有、取組の横展
開）

③住民等への啓発
④多職種の人材育成
⑤支援拠点・連携拠点づくり

連携の拠点
在宅医療圏単位での連携に向けた会合 ①関係者の定期的な会合にお

けるコーディネート、連携
体制づくりの検討、推進、
連携体制の構築

②多職種連携に向けた情報連
携ネットワークの整備

③多職種の人材育成

支援

北海道医師会

連携

在宅医療・介護連携推進事業

北海道在宅医療推進支援センター
＜コンソーシアム＞

北海道総合研究
調査会(HIT)

積極的役割を
担う医療機関

積極的役割を担う
医療機関

診療所・病院

積極的役割を担う
医療機関

診療所・病院

市町村
（消防機関を含む）

市町村
（消防機関を含む）

二次医療圏単位での連携に向けた会合
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薬剤師を対象とする各種研修会を通じて、薬局における医療用麻薬の適切な服薬

管理が行われるよう支援します。

○ 薬局から、医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅療養者に提供されるよう、地域単

位での麻薬の在庫情報の共有を進め、円滑な供給を図ります。

（在宅栄養指導、口腔衛生管理・口腔機能管理、訪問リハビリテーション体制の充

実）

○ 医師、歯科医師をはじめ、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門

職等の多職種と連携し、一体的な口腔・栄養管理、リハビリテーション・機能訓

練が提供されるよう、専門職の育成を図りながら、在宅における栄養管理や口腔

衛生管理・口腔機能管理、リハビリテーションの充実に努めます

（訪問看護の質の向上と育成体制の充実）

○ 在宅療養者が住み慣れた地域で生活することができるよう、地域の医療福祉介

護関係者と協働し、生活の質を確保しながら支援を行うため、圏域内での研修の

実施・情報交換の機会を確保することで、看護サービスの質の向上と職員の確保

を図ります。

（訪問薬剤管理指導の推進）

○ 在宅療養者が適正に服薬できるよう、服薬状況を記録する「お薬手帳」の普及

を図ります。

○ 「健康サポート薬局」などの薬局薬剤師に対する各種研修会を通じ、薬局間や

関係機関との連携・協力による在宅療養者への薬剤管理指導を促し、在宅医療の

取組の充実に努めます。

（住民に対する在宅医療の理解の促進）

○ 往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、かかりつけ

歯科医、かかりつけ薬局を持つことの必要性、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ンや栄養指導の役割などについて普及啓発に努めるとともに、在宅医療に関する

情報提供を行います。

○ 最期まで自分らしく生きたいと願う在宅療養者の意思に沿った医療が提供でき

るよう、日頃から、急変時や人生の最終段階における医療についてどう考えるか、

かかりつけ医等医療従事者や家族と話し合うことなどについて、住民への普及啓

発に努めるとともに、在宅療養中の患者の急変に備え、かかりつけ医等医療従事

者や介護関係者間で患者の意思等が共有できる体制構築に努めます。

【関連：第２章第６節「救急医療体制」Ｐ７０】

（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築）

○ 災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援を受け

られるよう、住民に対し、避難行動要支援者への支援制度やお薬手帳等の意義に

ついて普及啓発するとともに、市町村、医療機関等の関係機関・関係団体との連

携を図ります。

○ 上川北部圏域では、災害対策基本法の一部改正に伴う避難行動要支援者の把握

に努めます。 【関連：第２章第７節「災害医療体制」Ｐ７５】
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○ また、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が、災害時等にも適切

な医療を提供するための計画（業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、他の医療機関

計画策定を支援するほか、「在宅医療に必要な連携の拠点」等と協議しながら、

地域における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に取組をすすめます。

【関連：第２章第７節「災害医療体制」Ｐ７７】

６ 医療機関等の具体的名称

【在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧】 （令和６年２月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 病 院 診 療 所

道 北 上 川 北 部 士 別 市 士別市あさひクリニック

名 寄 市 医療法人 臨生会 名寄市風連国民健康保険

吉田病院 診療所

【在宅療養支援歯科診療所一覧】 （令和６年２月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 医 療 機 関

道 北 上 川 北 部 名 寄 市 医療法人臨生会 名寄歯科医院

医療法人臨生会 吉田歯科分院

医療法人社団 山本歯科医院風連歯科診療所

和 寒 町 かたくり歯科

【在宅患者調剤加算算定薬局一覧】 （令和５年４月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 薬 局 名

道 北 上 川 北 部 士 別 市 アイン薬局士別店

名 寄 市 名寄調剤薬局

ナカジマ薬局なよろ市立病院前店

下 川 町 ナカジマ薬局しもかわ店

音威子府村 すずらん薬局音威子府店

【訪問看護指定事業所一覧】 （令和５年４月1日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 薬 局 名

道 北 上 川 北 部 士 別 市 訪問看護ステーションのぽぽん

士別市立病院訪問看護ステーションあゆみ

名 寄 市 一般社団法人北海道在宅ケア事業団名寄訪問看護ステーション

医療法人臨生会吉田病院訪問看護ステーション

美 深 町 JA北海道厚生連美深地域訪問看護ステーション「きたいっしょ」

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 高齢者のフレイル対策には食事が重要であり、経口摂取の維持・継続による低

栄養や誤嚥性肺炎の予防が必要なことから、「在宅歯科医療連携室」を拠点とし
ご え ん

て、在宅歯科医療や口腔衛生指導の推進を図ります。
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○ 認知症を含めた要介護高齢者に対する経口摂取の維持・継続による低栄養の予

防や誤嚥性肺炎の予防のため、歯科診療所（在宅療養支援歯科診療所）は、在宅
ご えん

医療を支える関係機関と十分に連携しながら、口腔衛生指導（専門的口腔ケアを

含む。）や歯科治療等、適切な歯科医療に努め、併せてオーラルフレイルと口腔

機能低下症の予防に取り組みます。

○ 病院歯科は、在宅歯科医療を実施する歯科診療所に対して、緊急時の対応、歯

科治療における全身管理上の諸問題に対応するための後方支援に努めます。

８ 薬局の役割

○ 在宅療養者の適切な服薬管理等を推進するため、かかりつけ薬局・薬剤師を普

及するとともに、「健康サポート薬局」を中心に、在宅患者の薬剤管理指導や医

薬品・衛生材料等の円滑な供給を薬局相互の連携・協力により実施し、在宅医療

の取組の充実に努めます。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、がん疼痛緩和と

医療用麻薬の適正使用に関する研修会に薬局薬剤師が積極的に参加するなどし

て、医療用麻薬の適切な服薬管理などに努めます。

○ 医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅患者に提供するため、地域単位での麻薬の在

庫情報の共有を進め、円滑な供給を図ります。

９ 訪問看護事業所の役割

○ 在宅療養生活を支援するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッフと

訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 在宅療養者が、通院困難な状態にあっても患者や家族が希望する自宅等の生活

の場で必要な医療を受けられるよう、地域の特性や生活状況を踏まえた適切なケ

アの提供を行うとともに、関係機関との調整を行う中心的な存在として、在宅生

活の継続に向けた取組を進めます。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、平時から救急時の連携体制や救

急車到着までの対処方法などを患者・家族と事前に取り決め、緊急時の対応に備

えます。

○ 在宅療養者が自宅等での看取りを希望する場合、主治医及び関係者と十分に連

携し、患者に対する緩和ケアや家族に対する精神的支援などに努めます。

10 リハビリテーションの役割

○ 要介護者の生活機能の維持・向上を目的とした廃用性症候群の予防と家族や社

会への参加を促すため、リハビリテーション事業者は、在宅医療を支える関係機

関と十分に連携しながら、リハビリテーションの提供に努めます。



- 114 -

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進



- 115 -

第３章 必要な外来医療機能及び対応方針

第３章 必要な外来医療機能及び対応方針

第１節 地域の外来医療の状況
１ 外来医療の状況

医療施設数（箇所数） 従事医師数（人）

一般診療所 37 19

病 院 8 94

２ 外来診療施設数及び患者数

外来施設数 通院外来施設数 外来患者延数 通院外来患者延数

（月平均数） （月平均数） （回／月） （回／月）

一般診療所 35 22 18,491 18,314

病 院 16 8 28,747 28,677

３ 時間外外来施設数及び患者数

時間外等外来施設数 時間外等外来患者延数

（月平均数） （回／月）

一般診療所 15 63

病 院 8 885

４ 往診実施施設数及び在宅患者数

往診実施施設 往診患者延数 在宅患者訪問 在宅患者訪問

（月平均数） （回／月） 診療実施施設数 診療患者延数

（月平均数） （回／月）

一般診療所 7 50 6 128

病 院 4 3 4 67

５ 医療機器の配置・保有・活用状況

ＣＴ ＭＲＩ ＰＥＴ マンモ 放射線治療

グラフィ （体外照射）

医療機器台数 診療所 4 1 0 1 0

病 院 8 2 0 2 0

調整人口当たり台数 16.3 4.3 0 5.0 0

人口 10 万人対台数 19.7 4.9 0 4.9 0

年間稼働率 診療所 314 2,181 0 0 0

（件数/1 台） 病 院 1,677 1,801 0 193 0

＊１ 人口:住民基本台帳（2020 年）2021 年１月１日現在の人口（外国人含む）

＊２ 医療施設数:医療施設調査（2020 年）10 月１日現在の病院数及び一班診療所数

＊３ 医療施設従事医師数:医師・歯科医師・薬剤師統計（2020 年）12 月 31 日現在の医療施設従事医師数

＊４ 外来患者延数、外来施設数、通院外来患者延数、通院外来施設数、時間該当外来患者延数、時間外外来施設数、往診患者延数、

往診実施施設数、在宅患者訪問診療患者延数、在宅患者訪問診療実施施設数）:NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)

の平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月までの診療分データに基づき抽出・集計したもの

＊５ 医療機器の台数:医療施設調査（2020 年）

＊６ 調整人口当たりの台数:地域の医療機器の台数／地域の人口（10 万人）×地域の標準化検査率比
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第２節 地域で不足する医療機能の現状・課題
１ 医師不足、診療所医師の高齢化

（１）現状

○ 上川北部圏域については、人口減少や高齢化が進行している中、医療需要に対

して医師数が不足しており、医師の負担が大きくなっています。

○ また、一般診療所では、医師の高齢化も進んでいる一方、若年・中堅世代の医

師がいない状況となっています。

○ 通院外来患者の対応の割合は、全国・全道と比較して上川北部圏域では、病院

の対応割合は高いが、一人の医師の対応患者数の状況としては、診療所が2.5倍

多くなっています。

（２）課題

○ 診療所の医師の高齢化が進んでおり、初期救急体制への参加を含めた診療体制

の維持が困難になっています。

○ 今後、診療所の医師が減ることで、医師の一人の対応患者数が増加し、負担が

増大することや、病院への通院外来患者の集中が進行することが予想されます。

２ 救急医療体制

（１）現状

○ 初期救急医療は、在宅当番医療制により体制を確保しています。

また、二次救急医療は、病院群輪番制参加医療機関を中心とした救急告示医療

機関により、24時間365日体制で、医療を提供しています。

○ 上川北部圏域の救急搬送数は増加していますが、消防機関と医療機関の連携の

もと、救急搬送は速やかに行われています。

○ 時間外受診者が非常に多く、医師の負担が増大し、継続的な救急医療提供に支

障をきたしています。

○ 医療画像共通連携ツールCaselineⓇを医療機関や消防署に導入し、現場での迅

速な救急対応と時間短縮につなげられる体制としています。

（２）課題

○ 診療所の医師の高齢化が進み、在宅当番医制の維持が困難になっていくことが

見込まれます。

○ 二次救急医療機関においても初期救急医療に対応している状況にあり、また、

軽症者の夜間受診や住民の専門医志向により、二次救急医療機関の負担が増大し

ていることから、初期・二次救急医療機関の役割分担や連携体制の強化、医療の

かかり方に関する住民への普及啓発による理解が求められています。

○ 救急医療機関においては、医師の働き方改革への対応が大きな課題となってい

ます。

３ 在宅医療の提供
（１）現状

○ 地域住民の高齢化により、要介護認定者や認知症患者は増加している一方、在

宅医療を実施している医療機関・医師とも少ない状況となっています。

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、市町村職員のほか多職種

による連携を強化する取組を進めています。

○ 医療と介護の連携を図り、各関係機関の情報交換を円滑に行うためのツール（入

退院支援連携ルール）の運用などの取組を進めています。
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（２）課題

○ 要介護認定者や認知症患者の増加とともに、病床の機能分化・連携が進むこと

に伴う在宅医療の需要の増大が見込まれる一方、医師をはじめとする医療従事者

や高齢者施設などの社会資源は、現在でも十分ではありません。

○ 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住まいの確保

や日常生活支援等の介護サービスの提供と医療の提供が一体的に行われる必要が

あります。

第３節 地域で不足する医療機能に対する今後の取組の方向性等（地域の方針）
○ 地域の外来医療機能を確保・維持するためには、症状に応じた住民の適切な受

診行動が必要であり、より一層の普及啓発に取り組みます。

○ 道全体の医師確保対策の強化とともに、地域において、医師確保につながる取

組を進めます。

○ 医師の厳しい勤務状況について住民の理解を深め、可能な限り通常診療時間内

の受診を求めるなど、なお一層の救急外来の適切な利用の普及啓発に取り組みま

す。

○ 救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院・退院あるいは転院時におけるか

かりつけ医等の医療機関や介護保険施設等との連携強化を進めます。

○ 入退院支援連携ルール等の運用とともに、多職種による事例検討や研修等によ

り人材を育成し、医療と介護の円滑な連携を図ります。

○ 在宅医療に係る地域の社会資源・需要についての把握を進め、住み慣れた地域

で暮らしながら医療を受けられるよう、必要な施策を検討します。

第４節 医療機器の共同利用
○ 人口減少が進む中、圏域内において効率的な医療提供体制を構築するため、医

療機器についても、圏域内での配置状況、利用状況も勘案の上、可能な限り共同

利用を進めることとします。

○ 医療機関が医療機器（ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、マンモグラフィ、放射線治療機

器）を購入する場合は、当該医療機関あて「共同利用計画」の作成を求め、地域

医療構想調整会議で確認を行うこととします。

第５節 紹介受診重点医療機関の名称
○ 患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、

患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患

者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、患者の

流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来（紹介受診重点外来）

の機能に着目し、道において、当該外来医療を提供する基幹的な役割を担う意向

を有する病院又は診療所を「紹介受診重点医療機関」として公表しています。

○ 「紹介受診重点医療機関」の公表にあたっては、各圏域の地域医療構想調整会

議で協議を行います。

○ 上川北部圏域では、「紹介受診重点医療機関」として公表している医療機関は

はありません。


